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新年度の届出の提出期限

期限：４月15日（水曜）（必着）

提出方法

・前年度と同じ区分で引き続き算定する場合

⇒ e-KOBE（神戸市スマート申請システム）

h t t p s : / / l g p o s . t a s k - a s p . n e t / c u / 2 8 1 0 0 0 / e a / r e s i d e n t s / p o r t a l / h o m e

・新規算定、前年度と別の区分で算定する場合

⇒ 加算届とあわせて郵送等で神戸市福祉局監査指導部 障害指定担当へ提出

令和８年度 処遇改善加算計画書

※制度・様式が変更となるため、必ず最新の情報
を確認のうえ、手続きを行ってください。

https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/portal/home
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新年度の届出の提出期限

4

前年度の実績等により見直しが必要な加算等の届出 ※１

対 象：就労系サービスの基本報酬区分の変更（※２）（※３）、

就労移行支援体制加算（※４） 、

人員配置体制加算など

期 限： ４月1 5日（水曜）までの提出にご協力ください。※５

届出先：神戸市福祉局監査指導部 障害指定担当

※１ 令和8年度に予定されている報酬改定の改訂事項に鑑み、就労移行支援体制加算を算

定する事業所及び就労継続支援B型事業所の基本報酬(平均工賃月額)については、算

定する単位数に変更がない場合も年度当初の届出を必須とします。
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新年度の届出の提出期限
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前年度の実績等により見直しが必要な加算等の届出

※２ 就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しが国において行われる予定です。

【令和8年6月施行】

・体制届の様式や提出方法など、国の発表があり次第、市ホームページ等にて公表し

ますので、最新の情報を確認のうえ手続きを行ってください。

※全ての就労継続支援B型事業所は基本報酬区分の体制届を提出してください。

※３ 平均工賃月額区分に応じた報酬体系（Ⅰ型・Ⅱ型、Ⅲ型）と「生産活動等への参

加」等を評価する報酬体系（Ⅳ型・Ⅴ型・Ⅵ型）の選択の変更はこの期間以外でき

ません。
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新年度の届出の提出期限
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前年度の実績等により見直しが必要な加算等の届出

※４ 就労移行支援体制加算の適正化（年間上限設定など）が国において行われる予定で

す。【令和8年4月施行】

・年間上限設定など、必ず最新の情報を確認のうえ手続きを行ってください。

・就労移行支援体制加算を算定する事業所は、算定する単位数に変更がない場合も

毎年4月に必ず体制届を提出してください。

体制届の提出が無い場合や対象者数が未記入の場合、新年度の就労移行支援体制

加算の対象者数をO人として取り扱いますのでご注意ください。

・就労移行支援体制加算の適正化のため、体制届の提出時に追加資料として就労定着

者のデータを提出していただきます。詳細はホームページをご確認ください。

※５ ４月3 0日（木曜）まで提出可能ですが、審査及び入力作業が５月以降となり、

請求時及び仮審査時に加算届が反映されず、翌月請求や過誤調整が必要となる

場合があります。
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就労選択支援の指定申請
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事前相談資料の提出期限等

対象者：過去３年以内に３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用された実績があ

る就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者

期 限：指定日のおよそ2か月半前。詳細はホームページをご確認ください。

提出先：神戸市福祉局監査指導部障害指定担当

（参考）厚生労働省社会保障審議会資料「就労選択支援について」R 7 . 1 . 3 0

h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / c o n t e n t / 1 2 2 0 1 0 0 0 / 0 0 1 3 8 9 4 4 0 . p d f

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001389440.pdf
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就労選択支援の指定申請
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指定要件① 設備
・訓練・作業室

○利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保（有効面積 3  ㎡/人以上を目安）

ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

○訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること

・相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること

・洗面所 利用者の特性に応じたもの

・便 所 利用者の特性に応じたもの

・多目的室 その他運営上必要な設備

※利用者の支援に支障がない場合、相談室との兼用も可能

指定要件② 人員

・管理者 1名

・就労選択支援員 1 5：1以上
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就労選択支援の指定申請
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就労選択支援員の資格要件

・就労選択支援員養成研修の修了者

・下記研修の修了者（令和9年度末まで）

・就業支援基礎研修

・職場適応援助者養成研修

・サービス管理責任者指導者養成研修専門コース別研修（就労支援コース）

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が行う

「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修」

（参考）一体的に運営する就労移行支援事業所等の直接支援員と就労選択支援員との兼務

利用者に対するサービス提供に支障が無い場合は兼務可。兼務を行う勤務時間は直接支援員と就労選択

支援員の常勤換算上の勤務時間に算入できる。

※就労選択支援員の要件は厚生労働省告示にてご
確認ください。研修については各実施機関にお問
い合わせください。
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届出が必要なとき

・法人代表者、事業所の名称、住所、電話番号などの変更

・管理者、サービス管理責任者、相談支援専門員の氏名、住所などの変更

・利用定員（※）、運営規程などの変更

※生活介護、就労継続支援、児童系サービス（保育所等訪問支援等除く）の

利用定員が増える場合は変更のおよそ2か月半前までに変更申請をしてください。

※運営法人が変更する場合は新規指定申請の手続きが必要です。

期限：変更後1 0日以内（変更日より前に提出できません）。

届出先：

〒6 5 0 - 0 0 3 2  神戸市中央区伊藤町1 1 1  神戸商工中金ビル4  階

神戸市行政事務センター 介護・障害サービス係

変更届

変更届（様式第２号）

10
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変更届

下記のホームページでいくつかの質問に答えると

必要な様式がダウンロードできます。（右画像）

※こちらを活用のうえ、届出が必要な変更である

かどうか、ご確認お願い致します。

インターネット検索ワード

「神戸 変更ガイド」

神戸市障害福祉サービス等変更ガイド

h t t p s : / / t t z k . g r a f f e r . j p / c i t y -

k o b e / s p r t - f a c i l - c h a n g e

様式の取得方法

11

https://ttzk.graffer.jp/city-kobe/sprt-facil-change
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変更届

様式の取得方法

12

最後に出てくる右画像のページを印刷し、あわせて提

出してください。
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加算届

・加算の算定を開始するとき

・加算の算定をやめるとき

・加算の区分を変更するとき

期限：加算開始の前月1 5日必着（消印無効） ※処遇改善加算等は前々月末。

届出先：

〒6 5 0 - 8 5 7 0  神戸市中央区加納町６－５－１ ６階

神戸市福祉局監査指導部 障害指定担当

加算届（様式第５号 給付費算定に係る体制等に関する届出書）

13

加算の要件を満たさなくなった場合や、加算の区分が下がる場合も、届出が必要です。

速やかに提出いただきますよう、お願い致します

注意事項
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加算届

様式の取得方法

14

神戸市ホームページ「障害福祉サービス事業・障害児支援事業等の体制届（加算届）」からデータをダウ

ンロードできます。

https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/kasantodoke.html

様式第５号（必須） 別紙１-１（必須） 別紙●（加算によって異なる）

※障害者と障害児のサービスで様式が違いますので注意してください。
※相談支援事業所で計画相談支援、障害児相談支援を行っている場合は
障害者と障害児の様式を提出する必要があります。

https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/kasantodoke.html
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処遇改善加算

必要な書類

・加算届（様式第５号 給付費算定に係る体制等に関する届出書）

・加算届の別紙１－１

・処遇改善加算計画書

期限：加算開始の前々月末 例）７月１日開始の場合、５月3 1日

届出先：

〒6 5 0 - 8 5 7 0  神戸市中央区加納町６－５－１ ６階

神戸市福祉局監査指導部 障害指定担当

６月以降に加算の算定を開始するとき

15
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必要な手続き③ 処遇改善加算

様式の取得方法

16

神戸市ホームページ「処遇改善加算（障害福祉サービス事業者）」からデータをダウンロードできます。

https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/shogukaizentokutei.

html

様式第５号（必須） 別紙１-１（必須） 計画書（必須）

※旧様式なので注意↓

※計画書は様式が変更となるため、必ず最新の情報を確認のうえ、
手続きを行ってください

https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/shogukaizentokutei.html
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処遇改善加算

必要な書類

変更届（別紙様式４）

運営法人、加算の区分、就業規則などに変更があるとき（随時）

17

事業の継続を図るためやむを得ず福祉職員の賃金水準を引き下げて賃金改善を行う場合
（該当する限り毎年度）

必要な書類

特別な事情に係る届出書（別紙様式５）

上記の届出先：

〒6 5 0 - 8 5 7 0  神戸市中央区加納町６－５－１ ６階

神戸市福祉局監査指導部 障害指定担当
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指定更新申請

届出が必要なとき：指定があったときから６年

※更新を申請しなければ指定が失効し、新規で指定申請しなければなりません。

※更新期限のおよそ２か月前に神戸市から更新を案内します。

※休止中の事業所は再開しなければ指定更新できません。

期限：更新期限のおよそ１か月前（案内の期日を確認してください。）

必要な様式は以下のU R Lから確認できます。

h t t p s : / / t t z k . g r a f f e r . j p / c i t y - k o b e / s p r t - f a c i l - u p d a t e

届出先：

〒6 5 0 - 0 0 3 2  神戸市中央区伊藤町 1 1 1  神戸商工中金ビル 4  階

神戸市行政事務センター 介護・障害サービス係

指定更新申請書（様式第１号の３）

18

https://ttzk.graffer.jp/city-kobe/sprt-facil-update
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廃止・休止・再開届

期限：廃止・休止届 → 廃止・休止の１か月前（必着）

※神戸市に届出が到達してから１か月後以降の日から

廃止・休止になります。

例：届出の廃止日 ８月3 1日 到達日：８月1 0日

→9月1 1日から廃止と扱います。

再開届 → 再開した日から1 0日以内（必着）

※再開前に下記日程までに神戸市に事前協議してください

・移転ありの場合：開始予定日の2か月前まで

・移転なしの場合：開始予定日の1か月前まで

届出先：

〒6 5 0 - 8 5 7 0  神戸市中央区加納町６－５－１ ６階

神戸市福祉局監査指導部 障害指定担当

廃止・休止・再開届（様式第３号、16号）

19
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情報公表制度（WAMネット）の報告

20

報告が必要な場合

①法人や事業所の名称、所在地、連絡先等に変更があった場合

②毎年度の更新 ※変更がない場合も必要です。更新がない場合、減算となります。

報告期限

①変更後速やかに行うこと

②毎年4月1日から7月3 1日（新規指定は指定後1か月以内）

③経営情報の報告については、会計年度終了後３か月以内

経営情報の見える化について

昨年８月末より経営情報の報告が開始しています。令和６年度決算情報については、令和７

年度末までに報告をお願いします。未報告の場合、減算となります。

詳細は下記ホームページをご確認ください。

h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / s t f / s e i s a k u n i t s u i t e / b u n y a / 0 0 0 0 2 0 2 2 1 4 _ 0 0 0 0 1 . h t m l
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その他

21

業務管理体制整備の届出

サービス管理責任者等実践研修の受講要件であるO J T期間を２年から6か月に短縮を希望

する場合、届出が必要です。下記U R Lをご参照ください。

h t t p s : / / w w w . c i t y . k o b e . l g . j p / a 2 0 3 1 5 / b u s i n e s s / a n n a i t s u c h i / s h o g a i f u k u s h i / s

h i n s e / j i s s e n k e n s y u t o d o k e . h t m l

サービス管理責任者等の実践研修受講のためのOJT実施に関する届出

法人登記事項、事業所の名称、所在地、法令順守責任者、業務管理体制の内容に変更が

あった場合は速やかに神戸市福祉局監査指導部に届け出てください。

・業務管理体制の整備に関する届出

h t t p s : / / w w w . c i t y . k o b e . l g . j p / a 2 0 3 1 5 / b u s i n e s s / a n n a i t s u c h i / s h o g a i f u k u s h i / s

h i n s e / g y o m u k a n r i t a i s e i . h t m l

https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/jissenkensyutodoke.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/gyomukanritaisei.html
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電子申請届出システム

介護サービス情報公表システム＿電子申請届出システムを利用して一部の申請や届出を提

出することが可能です。利用する場合は｢GビズI D｣の｢プライム｣｢メンバー｣の登録をし

てください。

※｢エントリー｣は利用不可

なお、障害分野で同様の全国統一のシステムの構築が検討されており、本システムの利用

は暫定的な措置です。

介護サービス情報公表システム＿電子申請届出システム

h t t p s : / / w w w . k a i g o k e n s a k u . m h l w . g o . j p / s h i n s e i /

（参考）GビズI Dの取得方法

・株式会社等はオンライン申請、最短即日発行可。（マイナンバーカードが必要）

・他の法人は郵送申請。申込に所定の申請書と印鑑証明書が必要（郵送申請）

申込から取得（審査完了）までに１週間程度

詳細はGビズI Dホームページを確認→h t t p s : / / g b i z - i d . g o . j p / t o p /

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
https://gbiz-id.go.jp/top/
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電子申請届出システム

届出の提出はここを

クリック

23

操作方法マニュアルは

ここをクリック
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電子申請届出システム

24

1．サービスの分類選択

総合事業

（サービス分類がないので暫定的に

こちらを選んでください）

2．都道府県選択

兵庫県

3．届出先

神戸市

を選択して「次へ」進んでください。

電子申請届出システムでデータを提出する

場合はPDFに変換して提出してください


